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 各市町村長 様 

 

 

岐阜県健康福祉部長  

 

 

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25条に基づく 

健康診断並びに生物由来原料基準第２の１（１）及び２（１）に規 

定する問診等について」の一部改正について 

 

 

 このことについて、別添写しのとおり厚生労働省から通知がありましたのでご承知

おき願います。 
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